
  
 

この項目は、認定調査においても、認定調査員によるチェックの対象となって

いますが、認定調査員は必ずしも医療の専門家ではないことから、主治医意見書

においても記入をお願いするものです。 

なお、１２項目以外の医師が行った治療行為は含まれない点に留意してくださ

い。 

 

 

U３．心身の状態に関する意見 

 

１）日常生活の自立度について 

現状から考えられる障害高齢者の日常生活自立度および認知症高齢者の日常生

活自立度について、以下の判定基準を参考にして、該当する□にレ印をつけてくだ

さい。 

遷延性の意識障害等で、認知症高齢者の日常生活自立度が判断不能である場合は、

□Ｍにレ印をつけ、「１．（３）生活機能低下の直接の原因となっている傷病または

特定疾病の経過及び投薬内容を含む治療内容」の欄に具体的な内容を記入して下さ

い。 

 

障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）判定基準 

生
活
自
立

ランク 

Ｊ 

何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する 
  １．交通機関等を利用して外出する 
  ２．隣近所へなら外出する 

準
寝
た
き
り 

ランク 

Ａ 

 

屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない 
  １．介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する 
  ２．外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている 

ランク 

Ｂ 

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ 
  １．車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う 
  ２．介助により車いすに移乗する 

寝
た
き
り ランク 

Ｃ 

１日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する 
  １．自力で寝返りをうつ 
  ２．自力では寝返りもうたない 
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